
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

   

    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

＜取扱代理店＞ 

大阪エイドセンター 〒540-0008 大阪市中央区大手前 3-1-43（大阪府新別館北館 B１職員生協隣り） 

Tel ０６-６９４２-０１９８  Fax ０６-６９４２-９１８８ 

 

 このチラシの内容は、自動車保険（団体扱）の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、事前に必ず重要事項説明書（「契約概要」、「注意喚起情

報」等）をよくお読みください。詳しくは取扱代理店までご照会ください。  

D-007137 2025－5 

 ※日常生活賠償責任特約は AIG損害保険株式会社の特約名称です。引受保険会社によって特約名称や補償内容が異なります。 
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お名前 
（フリガナ） 職員コード 

  

所属名 Mail 

Tel Tel（携帯） 内線 

＜引受保険会社＞  

                                      

  

                        

団体扱に関する注意       

 

 

 
● 大口団体割引は毎年６月１日に団体全体のお引受実績に応じて見直しされます。大口団体割引制度は、加入者の皆さまの安全運転によって

成り立っています。大口団体割引制度を安定的に維持する為に、安全運転にご協力くださいますようお願いします。 

● 退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合や「保険料集金に関する契約書」に定められた定足数の不足により団体扱特約が失効した場合、

保険料を一括してお支払いただくことがあります。退職等により団体の構成員でなくなった場合には取扱代理店までご連絡ください。 

Faxからもご依頼が可能です！（宛先：大阪エイドセンター）             

Fax ０６－６９４２－９１８８  
現在ご加入の保険証券・車検証（電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」）の FAXをお願いします  

■ 当社（大阪エイドセンター）は、お客様からご提供いただいた現在ご加入の保険証券・車検証記載の個人情報を取引保険会社（上記記載の引受保険

会社）より委託を受けて行う各社の損害保険およびこれに付帯・関連するサービスの提供等にご利用させていただくことがあります。 

二次元コードから見積・申込みの 

ご依頼が可能です！ 
※現在ご加入の保険証券・車検証の添付をお願いします 

 

≪Mail宛先≫  aid-mitsumori@sage.ocn.ne.jp 


